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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ７－３００ 診断用機械器具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ７－３０ 一 診断用機械器具 

Ｊ７－３１ 全 聴診器及び打診器 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ２－６００ 制御機器 

Ｈ６－２０ 通信装置用基本的機器 

Ｈ６－４０ チューナー等 

Ｈ６－６ 電子計算機用中央処理機 

Ｈ７－３０ 無線通信機 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

内視鏡用制御機 聴診器 打診器 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

医者が患者の診断に使う器具。部品・付属品はそれぞれの分類に含まれる。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

生体現象を計るのは→（Ｊ７－３３０）   

生体機能を計るのは→（Ｊ７－３４０） 

歯科用を除く。→（Ｊ７－６）   

体重計を除く。→（Ｊ１－２１０１） 

採取した生体組織を分析するものは→（Ｊ１－５１）。   

分析機用試薬容器、検査用具は→（Ｊ１－５１９）。 

登録１１０７５９５ 
「子宮頚部の細胞採取具」 

登録１１０５９６６ 
「医療データ入力機」 

登録１１７３２８２ 
「内視鏡用制御機」 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 
過去に分類した物品の名称 

内視鏡用制御機   

   

 

登録１１６７６２ 
「採血用容器」 
Ｊ1-519 

登録１１０８３６８ 
「検便器」 
Ｊ1-519 

登録１１５７８７０ 
「免疫試験用カセット」 
Ｊ1-519 


